
(１) 滋賀県の公文書等の管理における現状と課題

○ 現用文書は、情報公開条例に基づいた公開請求権が認められているが、歴史的文

書は、利用請求権が認められていない。

⇒ 県民の知る権利を保障する上で、不十分な状況である。

○ 各機関（議会、教育委員会、警察本部、県立大学等）の文書管理に関する規程に

移管の手続規定がなく、最長30年保存や現用文書から非現用文書への継続的な移行

についての統一的な規定がない。

⇒ 昭和戦後期以降の公文書の歴史的文書への移行が進んでいない。

○ 平成20年６月に県政史料室を開設し、歴史記録として全国的にも評価の高い歴史

的文書（明治期からの約９千簿冊、約75万件）を、県民の利用に供しているが、戦

後期以降の公文書を歴史的文書へ移行するためには、県政史料室の位置付けや役割

が不明確である。

⇒ 歴史的文書の保存、閲覧、調査研究の業務等を担う充分な体制でない。

(２) 国および都道府県の状況

【公文書等の管理に関する法律（平成21年法律第66号）】

・利用請求権の新設と不服申立て制度の整備、積極的な一般利用の促進

・現用文書と非現用文書の管理について同一の法律で規定

・文書の作成義務を課すとともに、作成すべき文書の類型を規定

・歴史資料として重要な行政文書ファイルは全て移管

【公文書館法（昭和62年法律第115号）】

・保存、閲覧、調査研究を目的とする施設

・館長および専門職員の配置

・国または地方公共団体による設置
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【都道府県の公文書管理条例の制定状況】

島根（平23.3）、熊本（平23.3）、鳥取（平23.10）、香川（平25.3）の４県が

公文書管理条例を制定

（全国……条例４、規則16、訓令27 滋賀県は訓令）

「未来に引き継ぐ新たな公文書管理を目指して（方針案）」概要

１ 方針策定の経緯 ２ 滋賀県の今後の方向性

３ 新たな公文書管理導入に向けての諸準備（工程表）

【都道府県の公文書館の設置状況】

全国の都道府県の公文書館の設置根拠は、条例30、規則３、要綱３で、滋賀県は

未規定

(１) 歴史的文書の利用請求権

・条例により、歴史的文書の利用を具体的権利として位置付け

・行政不服審査法に基づく審査請求を可能とし、より透明性の高い利用手続を保障

(２) 統一的な管理ルールの確立

・現用、非現用文書のライフサイクル全体について、県全体で統一的な文書管理ルール

を導入

・電磁的記録による公文書の増加を踏まえ、適切な管理・移管・保存等について検討

(３) 公文書の作成義務と作成基準

・意思決定に至る過程や事務事業の実績を合理的に検証できるよう、作成義務を規定

・具体的にどのような文書を作成すべきか、作成基準の整備を検討

(４) レコードスケジュール

・作成課が、事前に、「廃棄予定」か「移管予定」かを判断するレコードスケジュール

（公文書移管・廃棄計画）を導入

(５) 移管と廃棄

・保存期間を最長30年とし、保存期間経過後は、歴史的文書として県政史料室で保存

・廃棄は、各機関の長（知事等）の責任とし、作成課以外のチェック機能を充実

(６) 地方機関等の歴史的文書

・地方機関が保有する歴史的文書は、原則、県政史料室に移管し、一元管理

(７) 歴史的文書の利便性の向上と情報提供の充実

・検索システムの導入を検討し、デジタルアーカイブ・システムで提供できるよう、

資料のデジタル化を計画的に推進

・インターネット等での公開の充実とともに、一般向けの情報紙を発行

・多様な知識を有する職員の採用や業務・研修を通した人材の育成などの体制整備と、

県政史料室の位置付けや役割の明確化を検討

平成28年10月～３月 条例・規則素案の検討、歴史的文書の利活用策の検討

平成29年度 県民政策コメントの実施、条例案を議会に提出

平成30年度 新しい公文書管理ルールへの移行準備

平成31年度 新しい公文書管理ルールの実施


